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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第50期
第３四半期
連結累計期間

第50期
第３四半期
連結会計期間

第49期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 44,242,057 14,337,039 63,148,440

経常利益 (千円) 819,731 261,505 2,690,587

四半期(当期)純利益 (千円) 347,569 155,273 1,330,231

純資産額 (千円) ― 10,824,616 11,016,171

総資産額 (千円) ― 46,301,340 47,673,714

１株当たり純資産額 (円) ― 662.08 678.42

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 25.67 11.47 102.02

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 25.62 ― 100.52

自己資本比率 (％) ― 19.3 19.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 823,629 ― 1,793,769

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,764,660 ― △3,254,101

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 882,224 ― 1,351,338

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 2,528,503 3,585,213

従業員数 (名) ― 2,838 2,904

　(注)１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　２　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりま

せん。

 ３　第50期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の未行使

残高がありますが、期中平均株価が当該新株予約権の行使に際しての払込金額を下回り、希薄化効果を有しな

くなったため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名)
2,838
(966)

(注) １　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外の出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む）であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

３　臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み派遣社員を除いております。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名)
1,328
(97)

(注) １　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外の出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む）であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員であります。

３　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

車両分野 10,457,765

成形品事業 ＯＡ分野 2,284,282

通信機器分野 3,230,280

合計 15,972,329

(注) １　金額は、実際原価によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３　その他事業では、生産活動を行っておりません。

　

(2) 受注実績

成形品事業における受注から売上計上までの期間が１ヶ月以内であるため、記載を省略しております。

　また、その他の事業では受注生産を行っておりません。

　

(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

成形品事業

車両分野 9,478,334

ＯＡ分野 1,451,881

通信機器分野 3,081,945

小計 14,012,162

  その他の事業 324,876

合計 14,337,039

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

本田技研工業㈱ 2,196,197 15.3

スズキ㈱ 2,008,306 14.0

富士通㈱ 1,716,080 12.0

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

本項に記載した将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものでありま

す。

(1)経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国から端を発した金融危機が、実体経済へ影響を与

え始めている状況の中、個人消費の低迷、設備投資の抑制及び企業収益の悪化等の不安要因により、景気の

状態は深刻なものとなりました。

　当業界におきましても、世界的な需要減少の影響を受け、各顧客の減産方針が鮮明となってきている中、大

規模な生産調整対応等を迫られる、厳しい事業環境となりました。当社グループにおいても上述の影響によ

り、受注数量の大幅な減少等、大変厳しい経営環境となりました。 

　このような状況下において、当第３四半期連結会計期間の売上高は、14,337,039千円となりました。他方、

損益面では徹底した原価低減活動を実施したものの、経常利益は261,505千円となりました。また、税金等調

整前四半期純利益は230,935千円となり、四半期純利益は155,273千円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

　①　成形品事業 

　車両分野において、二輪部品事業では世界的な景気減速の影響を受け、中・大型バイク部品の受注数量が

大幅に減少するとともに、四輪部品事業においても、主要顧客の減産の影響を受け受注数量が減少しまし

た。また、ＯＡ分野においては、精密機能部品及び特殊成形部品等への狙いを絞った積極的な営業展開を行

いましたが、主要顧客の減産の影響及びグローバルでの価格競争にさらされた結果、厳しい状況が続いてお

ります。又、通信機器分野においては、国内外ともに受注数量が減少傾向で推移する中、国内では積極的な営

業展開を実施し、受注機種数は増加傾向で推移したものの、海外では受注機種数が減少傾向で推移したた

め、ＯＡ分野同様、厳しい状況となりました。

　その結果、当事業区分の売上高は14,012,162千円、営業利益は296,391千円となりました。 

　②　その他の事業 

　その他の事業では、移動通信機器等の販売を中心に積極的な事業展開を行った結果、売上高は324,876千円

となり、営業利益は33,199千円となりました。 
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所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

　①　日本 

　成形品事業、特に通信機器分野の寄与があり、売上高は11,988,151千円、営業利益は276,528千円となりま

した。 

　②　中国 

　携帯電話筐体部品等の受注数量の減少等により、売上高は925,665千円、営業損失は71,062千円となりまし

た。 

　③　東南アジア

　インドネシアにおける四輪部品等の受注数量の増加により、売上高は1,423,222千円、営業利益は115,502

千円となりました。 

 

(2)財政状態の分析

①　流動資産 

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産合計は、23,559,473千円となり、前連結会計年度末と比べ

2,389,841千円減少しました。これは受注量の減少に伴う受取手形及び売掛金の減少（1,968,327千円減）

が主な要因であります。 

　②　固定資産 

　当第３四半期連結会計期間末における固定資産合計は、22,741,866千円となり、前連結会計年度末と比べ

1,017,466千円増加しました。これは有形固定資産の増加（802,737千円増）が主な要因であります。 

　③　流動負債 

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債合計は、23,642,962千円となり、前連結会計年度末と比べ

2,183,248千円減少しました。これは一年内返済予定の長期借入金の増加（256,088千円増）等があったも

のの、受注量の減少による支払手形及び買掛金の減少（1,923,688千円減）、及び賞与引当金の減少

（952,490千円減）等が主な要因であります。 

　④　固定負債 

　当第３四半期連結会計期間末における固定負債合計は、11,833,760千円となり、前連結会計年度末と比べ

1,002,428千円増加しました。これは長期借入金の増加（765,077千円増）が主な要因であります。 

　⑤　純資産 

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、10,824,616千円となり、前連結会計年度末と比べ

191,554千円減少しました。これは利益剰余金の増加（148,328千円増）、少数株主持分の増加（76,918千円

増）があったものの、その他有価証券評価差額金の減少（320,187千円減）、為替換算調整勘定の減少

（81,684千円減）が主な要因であります。 

 

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当第２四半期連

結会計期間末と比較して430,710千円増加し、2,528,503千円となりました。
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①営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動により得られた資金は748,026千円となりました。増加要因は主に、税金等調整前四半期純利益

230,935千円、減価償却費688,404千円、売上債権の減少額188,059千円などによるものです。減少要因は主

に、仕入債務の減少額933,090千円によるものです。 

　②投資活動によるキャッシュ・フロー 

　投資活動により使用した資金は212,161千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

535,867千円などによるものです。 

　③財務活動によるキャッシュ・フロー 

　財務活動により使用した資金は101,965千円となりました。これは長期借入れによる収入833,560千円が

あったものの、長期借入金の返済による支出757,847千円、配当金の支払による支出88,010千円などによる

ものです。

 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

 

(5)研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は14,530千円であります。

 

(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループを含めたプラスチック成形業界におきましては、世界的な景気後退による個人消費の冷え

込みの影響を受け、受注数量の減少傾向が続いております。この減少する受注数量に対応した社内体制の再

構築と受注の拡大を目指した取り組みが重要になっています。また、受注単価の下落、新技術の開発及びそ

の製品化の成否、特定顧客への依存、法的規制、災害等が経営成績に重要な影響を与える要因と認識してお

ります。 

　当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえ、顧客の高度化する多様なニーズに即応するため、

競合他社と差別化できる新技術開発に積極的に取り組んでおります。また、海外を含めた既存拠点の最適地

生産体制の再整備を進めるとともに、海外拠点における金型製作から成形、塗装、組立までの一貫生産体制

の強化を進めています。これにより、効率的な生産が可能となるだけでなく、受注の拡大にも繋がるものと

考えています。今後も、営業・開発・生産が一体となり、更なる企業体質の強化を図っていく所存でありま

す。 

 

(7)経営者の問題意識と今後の方針について

上述の状況に対し、当社グループの経営陣は、事業環境の変化を敏感に捉えるため、顧客との定期的な情

報交換及び国内外の情報の収集に努めております。また、当社グループは、永続的なグローバル展開を可能

とするためには日本国内の磐石な技術、営業及び生産の基盤が必要であるとの考え方から「国内で造り続

ける企業」を標榜しており、国内外の連携を更に強化し、そのシナジー効果を最大限に発揮できる事業を展

開していく所存であります。また、来たる景気回復局面に即応できる社内体制の確立にも取り組んでまいり

ます。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2)設備の新設、除却等の計画 

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画していた重要な設備の新設等

についての重要な変更は次のとおりであります。 

①提出会社車両事業部浜松工場　土地、工場棟及び1800ｔ成形機 

同建設計画の遅れに伴い、完了予定年月を平成20年12月から平成21年１月に延期しております。 

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社タカギセイコー(E00871)

四半期報告書

 8/36



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,581,86013,581,860
ジャスダック
証券取引所

単元株式数　1,000株

計 13,581,86013,581,860― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予約権

は、次のとおりであります。

　

株主総会の特別決議日（平成16年11月26日）

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個) 441

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（単元株式数　1,000株）

新株予約権の目的となる株式の数(株) 441,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 350

新株予約権の行使期間
平成18年12月１日～
平成24年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　350
資本組入額　　175

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するも
のとする。ただし、本新株予約権はストックオプションを
目的として発行されるものであることならびに新株予約
権者が新株予約権の行使時の非課税措置の適用を受け得
ることを要することに鑑み、「新株予約権割当契約書」に
おいて、譲渡ができないことを規定するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の金額は切り上げる。
　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
　
又、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
　
なお、上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、又、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金

額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

３　新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役もしくは従業員

の地位を有しているものとする。ただし、定年もしくは任期満了による退任もしくは退職又は会社都合により

これらの地位を失った場合はこの限りではない。

新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

新株予約権の割り当てを受けたものは、当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場するまで、新株予約権

を行使することができない。

その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結

する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年12月31日 ― 13,581,860 ― 2,080,955 ― 1,767,387

　

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社から平成20年11月７

日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成20年10月31日現在で以下の株

式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末の実質所有株式数の

確認ができておりません。 

　なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(％)

ＪＰモルガン・アセット・マネ
ジメント株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目７番３号
東京ビルディング

555,000 4.09
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

41,000
― 単元株式数　1,000株

完全議決権株式(その他)
普通株式

13,444,000
13,426 同上

単元未満株式
普通株式

96,860
― ─

発行済株式総数 13,581,860― ―

総株主の議決権 ― 13,426 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保険振替機構名義の株式が18,000株含まれております。な

お、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数18個が含まれておりません。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社タカギセイコー

富山県高岡市二塚322-３ 41,000― 41,000 0.30

計 ― 41,000― 41,000 0.30

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月 　１０月 　１１月 　１２月

最高(円) 475 523 510 485 455 432 428 300 211

最低(円) 451 450 444 401 385 365 285 165 163

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所における株価を記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)の四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,800,255 3,593,213

受取手形及び売掛金 ※３
 9,709,324 11,677,651

商品 28,401 5,199

製品 577,963 637,637

原材料 1,171,314 961,292

仕掛品 4,422,926 3,499,818

貯蔵品 241,305 266,534

未収入金 2,955,841 4,013,291

その他 1,654,599 1,296,132

貸倒引当金 △2,456 △1,456

流動資産合計 23,559,473 25,949,314

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 4,731,875

※１
 4,831,374

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 6,149,212

※１
 6,304,321

土地 5,374,135 5,382,112

建設仮勘定 494,379 30,179

その他（純額） ※１
 1,487,542

※１
 886,418

有形固定資産合計 18,237,145 17,434,407

無形固定資産

のれん 140,440 142,927

その他 438,541 458,366

無形固定資産合計 578,981 601,294

投資その他の資産

投資有価証券 1,126,770 1,573,057

その他 2,835,199 2,151,870

貸倒引当金 △36,230 △36,230

投資その他の資産合計 3,925,739 3,688,697

固定資産合計 22,741,866 21,724,399

資産合計 46,301,340 47,673,714
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,221,675 15,145,363

短期借入金 2,134,988 1,991,208

1年内返済予定の長期借入金 2,747,707 2,491,618

1年内償還予定の社債 999,650 996,500

未払法人税等 426,831 606,651

賞与引当金 484,044 1,436,535

役員賞与引当金 36,777 89,519

その他 3,591,289 3,068,813

流動負債合計 23,642,962 25,826,210

固定負債

長期借入金 7,158,304 6,393,227

退職給付引当金 4,157,499 4,106,691

役員退職慰労引当金 158,504 230,653

その他 359,452 100,758

固定負債合計 11,833,760 10,831,332

負債合計 35,476,723 36,657,543

純資産の部

株主資本

資本金 2,080,955 2,080,955

資本剰余金 1,767,387 1,767,387

利益剰余金 5,100,429 4,952,100

自己株式 △30,434 △15,505

株主資本合計 8,918,337 8,784,937

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △72,867 247,320

為替換算調整勘定 74,852 156,536

評価・換算差額等合計 1,984 403,857

少数株主持分 1,904,294 1,827,376

純資産合計 10,824,616 11,016,171

負債純資産合計 46,301,340 47,673,714
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 44,242,057

売上原価 38,850,350

売上総利益 5,391,706

販売費及び一般管理費 ※１
 4,450,709

営業利益 940,997

営業外収益

受取利息 21,109

受取配当金 21,570

作業屑売却収入 63,556

その他 92,824

営業外収益合計 199,061

営業外費用

支払利息 225,848

為替差損 17,590

その他 76,888

営業外費用合計 320,327

経常利益 819,731

特別利益

固定資産売却益 9,710

投資有価証券売却益 13,000

特別利益合計 22,710

特別損失

固定資産売却損 7,674

固定資産除却損 50,514

特別損失合計 58,189

税金等調整前四半期純利益 784,252

法人税等 ※２
 366,313

少数株主利益 70,369

四半期純利益 347,569
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 14,337,039

売上原価 12,500,390

売上総利益 1,836,648

販売費及び一般管理費 ※１
 1,506,601

営業利益 330,047

営業外収益

受取利息 5,403

受取配当金 5,896

作業屑売却収入 11,190

その他 18,916

営業外収益合計 41,407

営業外費用

支払利息 73,291

為替差損 14,927

その他 21,730

営業外費用合計 109,948

経常利益 261,505

特別利益

固定資産売却益 1,436

特別利益合計 1,436

特別損失

固定資産売却損 7,388

固定資産除却損 24,618

特別損失合計 32,007

税金等調整前四半期純利益 230,935

法人税等 ※２
 68,968

少数株主利益 6,693

四半期純利益 155,273
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 784,252

減価償却費 1,861,934

賞与引当金の増減額（△は減少） △952,490

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △52,742

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,902

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △72,149

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,000

受取利息及び受取配当金 △42,679

支払利息 225,848

為替差損益（△は益） 22,086

持分法による投資損益（△は益） 5,558

投資有価証券売却損益（△は益） △13,000

有形固定資産売却損益（△は益） △2,036

有形固定資産除却損 50,514

売上債権の増減額（△は増加） 1,847,809

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,096,464

仕入債務の増減額（△は減少） △1,834,711

その他 797,935

小計 1,550,568

利息及び配当金の受取額 43,692

利息の支払額 △233,408

法人税等の支払額 △537,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 823,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △378,651

定期預金の払戻による収入 114,900

有形固定資産の取得による支出 △1,873,405

有形固定資産の売却による収入 8,117

無形固定資産の取得による支出 △47,104

投資有価証券の取得による支出 △104,346

投資有価証券の売却による収入 113,000

子会社株式の取得による支出 △239,776

長期貸付けによる支出 △338,800

その他 △18,592

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,764,660
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 108,010

長期借入れによる収入 3,060,010

長期借入金の返済による支出 △1,948,762

リース債務の返済による支出 △167,268

自己株式の取得による支出 △14,929

配当金の支払額 △196,365

少数株主への配当金の支払額 △26,718

少数株主からの払込みによる収入 144,473

その他 △76,225

財務活動によるキャッシュ・フロー 882,224

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,056,710

現金及び現金同等物の期首残高 3,585,213

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,528,503
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　会計方針の変更

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業

会計基準第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法か

ら原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が28,324千円それぞれ減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

 

(2)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会

計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から

適用しております。

　これに伴う、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益に与える影響はありません。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

 

(3)リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正

平成19年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基

準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しておりま

す。

　また、リース資産の減価償却の方法はリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとし

て算定する方法によっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間のリース資産

が有形固定資産に779,986千円計上されました。なお、当第３四半期連結累計期間の営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　原価差異の配賦方法

予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と

売上原価への配賦を、年度決算と比較して簡便的に事業の種類別セグメント区分により

実施する方法によっております。

 

２　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。

 

３　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度におい

て使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっておりま

す。

 

４　経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方

法による概算額で計上する方法によっております。

 

５　未実現損益の消去

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率

を合理的に見積って計算しております。

 

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用してお

ります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　

　　　　　　　　　　　　　  　　23,225,724千円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額　

　　　　　　　　　　　　　 　　22,228,479千円

　２　連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対

し、次のとおり債務保証を行っております。

 

御坊山観光開発㈱ 118,505千円

大連大顕高木模具有限公司 155,000千円

㈱アスティホリエ 13,088千円

射水ケーブルネットワーク㈱ 15,936千円

従業員(３名) 5,305千円

　　　　合計 307,834千円

 

　　　なお、共同保証における連帯保証については保証総額

を記載しております。

　　　大連大顕高木模具有限公司については他の連帯保証

人と合意した当社の負担割合は42％であります。

　２　連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対

し、次のとおり債務保証を行っております。

 

御坊山観光開発㈱ 193,645千円

大連大顕高木模具有限公司 155,000千円

㈱アスティホリエ 18,236千円

射水ケーブルネットワーク㈱ 19,104千円

従業員(４名) 6,002千円

　　　　合計 391,987千円

 

　　　なお、共同保証における連帯保証については保証総額

を記載しております。

　　　大連大顕高木模具有限公司については他の連帯保証

人と合意した当社の負担割合は42％であります。

 

※３　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれてお

ります。

受取手形　　107,625千円
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　荷造運賃　　　　　　1,266,393千円

　　　給与手当　　　　　　　996,412千円

　　　賞与引当金繰入　　　　102,059千円

　　　役員賞与引当金繰入　　 37,049千円

　　　退職給付費用　　　　　 63,481千円

　　　役員退職慰労引当金繰入 13,508千円

※２　法人税等調整額は法人税等に含めて表示して

　　　おります。

　

第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの 

　　　荷造運賃　　　　　　　456,497千円 

　　　給与手当　　　　　　　326,875千円 

　　　賞与引当金繰入　　　　 77,550千円 

　　　役員賞与引当金繰入　   12,540千円 

　　　退職給付費用　　　　　 21,187千円 

　　　役員退職慰労引当金繰入　4,533千円 

※２　法人税等調整額は法人税等に含めて表示して 

　　　おります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,800,255千円

　　　計 2,800,255千円

預入期間が３か月超の定期預

金
　△　271,751千円

現金及び現金同等物 2,528,503千円
 

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 13,581,860

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 108,720

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 108,354 8 平成20年３月31日 平成20年６月26日

平成20年11月12日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 88,010 6.5平成20年９月30日 平成20年12月５日

　

　(2)基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、

　　配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行って

おりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動

が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当四半期連結会計期間において付与したストック・オプションはありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　
成形品事業 
(千円)

その他の事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

14,012,162324,87614,337,039 ― 14,337,039

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

14,950 16,888 31,839 (31,839) ―

計 14,027,112341,76514,368,878(31,839)14,337,039

営業利益 296,391 33,199 329,591 456 330,047

(注)　１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

　　　２．各事業の主な製品

　　　　　(1)成形品事業　…車両（二輪・四輪）、建機等の車両機器部品

　　　　　　　　　　　　　 プリンター、複写機等のＯＡ機器部品

　　　　　　　　　　　　　 携帯電話筐体部品

          (2)その他の事業…携帯電話を中心とする通信機器端末の販売、不動産賃貸

                           損害保険の販売代理及び人材派遣業等

　　　３．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１(1)に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準

第９号）を適用しております。

 ４．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１(2)に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基

準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用しております。 

　　　５．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１(3)に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３

月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成

６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早

期に適用しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　
成形品事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

43,265,979976,07744,242,057 ― 44,242,057

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

42,315 54,773 97,089 (97,089) ―

計 43,308,2941,030,85144,339,146(97,089)44,242,057

営業利益 854,177 85,451 939,629 1,368 940,997

(注)　１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

　　　２．各事業の主な製品

　　　　(1)成形品事業　…車両（二輪・四輪）、建機等の車両機器部品

　　　　　　　　　　　　 プリンター、複写機等のＯＡ機器部品

　　　　　　　　　　　　 携帯電話筐体部品

　　　　(2)その他の事業…携帯電話を中心とする通信機器端末の販売、不動産賃貸

　　　　　　　　　　　　 損害保険の販売代理及び人材派遣業等
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　　　３．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１(1)に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準

第９号）を適用しております。 

　以上に伴い、従来の方法によった場合と比較して、第３四半期連結累計期間の営業費用は、「成形品事業」で

28,324千円増加し、営業利益が同額減少しております。

　　　４．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１(2)に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委

員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用しております。 

　以上に伴う、セグメント情報に与える影響はありません。 

　　　５．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１(3)に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３

月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成

６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早

期に適用しております。

　これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

　

　

EDINET提出書類

株式会社タカギセイコー(E00871)

四半期報告書

27/36



【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　
日本 
(千円)

中国　 
(千円)

東南アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

11,988,151925,6651,423,22214,337,039 ― 14,337,039

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

66,564165,993 1,066 233,624(233,624) ―

計 12,054,7151,091,6591,424,28814,570,663(233,624)14,337,039

営業利益(△は営業損失) 276,528△71,062115,502320,968 9,078 330,047

(注)　１．国又は地域は、地理的近接度によっております。

 ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

        (1)中国…中華人民共和国、香港

　　　　(2)東南アジア…インドネシア、タイ

　　　３．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１(1)に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準

第９号）を適用しております。 

　　　４．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１(2)に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委

員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用しております。 

　　　５．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１(3)に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３

月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成

６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早

期に適用しております。

　

EDINET提出書類

株式会社タカギセイコー(E00871)

四半期報告書

28/36



当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　
日本
(千円)

中国　
(千円)

東南アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

36,347,5813,437,0114,457,46444,242,057 ― 44,242,057

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

219,878446,601 1,066 667,545(667,545) ―

計 36,567,4593,883,6124,458,53044,909,602(667,545)44,242,057

営業利益(△は営業損失) 550,589△85,778470,915935,726 5,270 940,997

(注)　１．国又は地域は、地理的近接度によっております。

　　　２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　(1)中国…中華人民共和国、香港

　　　　(2)東南アジア…インドネシア、タイ

　　　３．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１(1)に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準

第９号）を適用しております。 

　以上に伴い、従来の方法によった場合と比較して、第３四半期連結累計期間の営業費用は、「日本」で28,324

千円増加し、営業利益が同額減少しております。

　　　４．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１(2)に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委

員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用しております。 

　以上に伴う、セグメント情報に与える影響はありません。 

　　　５．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１(3)に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３

月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成

６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早

期に適用しております。

　これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

中国 欧米 東南アジア 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 682,313 86,1301,583,7952,352,239

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 14,337,039

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

4.8 0.6 11.0 16.4

(注)　１．国又は地域は、地理的近接度によっております。

　　　２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1)中国…中華人民共和国、香港他

(2)欧米…米国、アイルランド、スペイン、フィンランド他

(3)東南アジア…インドネシア、タイ他

　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　

中国 欧米 東南アジア 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,930,740191,5574,962,4327,084,730

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 44,242,057

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

4.4 0.4 11.2 16.0

(注)　１．国又は地域は、地理的近接度によっております。

　　　２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1)中国…中華人民共和国、香港他

(2)欧米…米国、アイルランド、スペイン、フィンランド他

(3)東南アジア…インドネシア、タイ他

　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

662円08銭 678円42銭

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 25円67銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 25円62銭

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 347,569

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る四半期純利益(千円) 347,569

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,537

 四半期純利益調整額(千円) －

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(千株)　　　　　　　　　　　　　　
　　　
 
新株予約権

23

普通株式増加数(千株) 23

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

－
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第３四半期連結会計期間

　
             当第３四半期連結会計期間            　

(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 11円47銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。
 

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 155,273

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る四半期純利益(千円) 155,273

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,529

 四半期純利益調整額(千円) －

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(千株)

－

普通株式増加数(千株) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

　新株予約権の未行使残
高がありますが、期中平
均株価が当該新株予約権
の行使に際しての払込金
額を下回り、希薄化効果
を有しなくなったもので
あります。
　概要は、第４ 提出会社
の状況 １ 株式等の状況
(2) 新株予約権等の状況
に記載のとおりでありま
す。

　

(重要な後発事象)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)
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ストック・オプション(新株予約権)の発行条件に
ついて
 
　平成21年１月28日付で、平成20年12月12日開催の
当社取締役会において決議されました「ストック
オプション（新株予約権）の発行条件等に関
し」、下記のとおり確定いたしました。
 
(1)新株予約権の割当日　　平成21年１月28日
(2)新株予約権の発行数　　　         474個
　(各新株予約権１個当たりの株式数　1,000株)
(3)新株予約権の発行価額　
　新株予約権と引き換えに金銭を払い込むことを
要しない。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　　　　　　　　　474,000株
(5)新株予約権の行使に際しての払込金額
　新株予約権１個当たり　　   　 189,000円
　(株式１株当たり189円)
(6)新株予約権の行使により発行する株式の発行
価額の総額　　　　　   　　　89,586,000円
(7)新株予約権の行使期間
　平成23年１月31日から平成29年１月30日まで
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合
の発行価額のうちの資本組入額
　新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金の額は、会社計算規則第40
条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満
の端数は、これを切り上げる。
(9)新株予約権の割当対象者数
　　　　　当社の取締役　　　　 　　　８名
　　　　　当社の執行役員　　　　 　　６名
　　　　　当社の従業員　　　　　 　 182名
　　　　　当社関係会社の取締役　 　　６名
　　　　　当社関係会社の従業員　 　　13名
　　　　　　　　　合計　　　　　　　215名
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２【その他】

第50期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）中間配当については、平成20年11月12日開催

の取締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株

主に対し、次の通り中間配当を行うことを決議いたしました。 

　　①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　88,010千円 

　　②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　６円50銭 

　　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成20年12月５日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12日

株式会社タカギセイコー

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　浜　田 　  　  亘　　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　金　田　　栄　 悟  　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社タカギセイコーの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期

間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成

20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タカギセイコー及び連結子会社の平

成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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